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４級審判資格取得講習会
受講後の手引き



 JFAでは審判資格を年度の資格としております。
 本日受講して頂いた審判資格の有効期間は

「2021年4月1日から2022年3月31日」
までとなります。

受講後の諸手続きについて、登録情報の確
認、実際にいつから審判活動ができるのか、
審判証の設定等、重要な項目について確
認していきます。

 2022年４月１日以降も審判活動を継続する
場合には更新手続きが必要になります。

◆審判資格について
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◆審判資格について



神奈川 太郎

xxxxxx1

赤枠の情報を確認下さい。
 資格区分（4級審判）
 審判登録番号
 有効期間

講習会受講日より約5日後にJFAの手続き
が完了、「マイページ」上で登録情報をご自
身で確認できます。県協会およびJFAから合
格通知等の情報は配信されません。
尚、有効期間は4月1日以降となりますので、
審判活動を行われる場合、胸章（ワッペン）
を準備の上、対応下さい。

◆審判資格および登録情報
の確認について



神奈川 太郎

「URL:https://jfaid.jfa.jp」のKickOffサイトにログイン後に

◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で、
実地講習会でお渡ししていた「領収書」は
受講者の皆さん、ご自身で発行頂く事に変
更させて頂きました。
「JAFID」からログインの後、マイページの
「支払・配送状況確認」をクリックの上、支払
い状況を確認下さい。



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

●●サッカークラブ

「領収書（明細書）」を発行する際、宛名を
ご自身で入力する事ができます。



◆領収書の作成
（取得講習会受講費用）

「明細書」としてPDFで出力されますので、
内容を確認の上、印刷が可能となります。



 合格確定の後、約1ヶ月を目途にJFA（日本
サッカー協会）からメール便で「胸章」「レフェ
リーズダイアリー」「競技規則（最新版）」が
送付されます。

「JFAID会員情報」に登録されている
住所宛に配送されます。しかし・・・

 「JFAID会員情報」に登録されている住
所表記の間違いによってメール便が届か
ない事象が発生しています・・・要確認!

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について



◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について

1234567
123xxx456

神奈川 太郎

神奈川 太郎



◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について

神奈川 太郎

スマホの場合、PCの画面と
位置が異なりますが、
「JFAID会員情報」に登録
されている住所（表記も含
む）の確認をお願いします。



講習会の受講申込みの時に
登録された
・メインメールアドレス
・氏名（フリガナ）
・生年月日
を確認して下さい。
特に氏名、生年月日は審判証
に印字される情報となりますので、
必ず確認して下さい!

ス
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ー
ル

神奈川
太郎

カナガワ
タロウ

2000 xx

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について

「JFA ID会員情報の登録・修正」画面から



現住所:神奈川県藤沢市湘南台1丁目6番7号の場合

①郵便番号を入力、②「住所検索」をクリックする、③該当する
住所候補が表示されます。その中から④「1丁目（赤枠）」を選
択する事で住所が確定します。次に「番地・号」欄を入力します。

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について



6-7

【正解例】
住所表記の「番地・号」欄に「6-7」、または「6番7号」と入力
します。結果、「藤沢市湘南台1丁目6-7」と正しい住所表記
となります。

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について



1-6-7

【誤記例】
住所表記の「番地・号」欄に「1丁目」の表記も含めて「1-6-7」
を記入してしまうと、住所として「藤沢市湘南台1丁目1-6-7」と表記
される事になります。結果、間違った住所が登録される事になります。

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について



252-0804

2000/03/xx

6-7

神奈川県藤沢市湘南台1丁目

「JFAID会員情報」の登録内容
および修正した内容を確認の上、
「上記の情報で変更する」を
クリックします!

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について



以上の手順を踏まえ、最後に「登録情報変更
が完了いたしました」の表示が確認できれば、
修正は完了となります。

◆「JFAID会員情報」の
登録住所の確認方法について



◆「JFAID会員情報」の登録内容
で自分で修正できない項目

 「JFAID会員情報」の中でも住所表記のよう
に自分自身で変更できる項目と変更できない
項目があります。具体的には、「名」、「性別」、
「生年月日」の項目が対象になります。

もし、上記の項目で修正の必要がある場合には、
「日本サッカー協会 登録サービスデスク」

に連絡の上、対応方法を確認して下さい。神奈川県サッカー
協会では対応できませんのでお間違いないように!

【連絡先】050-2018-1990



 住所を修正できない
 既に合格確定しているのに審判物品が

届かない（住所表記はOK）
 その他の「JFAID会員情報」等に関する

問題
もし、上記の項目の修正または問題の場合も、

「日本サッカー協会 登録サービスデスク」
に連絡の上、対応方法を確認して下さい。

【連絡先】050-2018-1990

◆「JFAID会員情報」の修正等で
問題、その他の問題が生じた・・・



◆「審判証」について



◆「審判証」について

神奈川 太郎

「URL:https://jfaid.jfa.jp」のKickOffサイトにログイン後に



◆「審判証」について
神奈川 太郎

NO IMAGE



◆「審判証」について



◆「審判証」について



◆「審判証」について

神奈川 太郎
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◆「審判証」について

スマホのアプリを使って審判証を電子媒体と
して保存、掲示できるようになりました。
iPhone、Androidの端末によってアプリ
のインストール方法が異なります。



◆「審判証」について



◆「審判証」について

神奈川 太郎

神奈川 太郎

神奈川 太郎

サッカー４級審判員

R0030000xx

審判証
の表示



◆資格更新の手続きについて

審判の資格は年度の資格になって
います。今年度、講習会を受講した
人は「2022年3月31日」までが
資格の有効期間になります。

次年度、「2022年4月1日」以降
も審判活動を継続する方は「更新
手続き」が必要となります。



◆資格更新の手続きについて
【注意事項】
資格取得した初年度のみ「年度更新手続き」による
申請をして下さい。「実地講習会・JFAラーニング」
を受講する必要はありません。



◆資格更新の手続きについて

神奈川 太郎

「URL:https://jfaid.jfa.jp」のKickOffサイトにログイン後に



◆資格更新の手続きについて

神奈川 太郎

「審判」のタブをクリックすると、資格取
得の初年度のみ「年度更新手続き」が
表示されますので、クリックして手続き
を進めます。



神奈川 太郎

◆資格更新の手続きについて

「年度更新申込み」をクリックして
手続きを進めます。必要な手続き
が完了した後、「申込状況の確認」
をクリックする事で、手続きの状況
と申請状況が確認できます。



◆JFA SQUAREについて
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神奈川 太郎



◆JFA SQUAREについて

神奈川 太郎JFA SQUAREでは従来、配布されていたDVD版の
「サッカー競技規則と実践的審判法」の代わりとして映
像をアップ、皆さんに視聴して頂けるように公開してい
ます。加えて、「競技規則」等に関する情報、競技規則
改正、改正に伴う追加情報等を確認できます。



◆JFA SQUAREについて
競技規則、競技規則の改正内容、または
JFAからの周知文書等が掲載されています
ので、時間のある時に確認する事が可能と
なります。



◆JFA SQUAREについて

競技規則の条文に応じて、各項目
毎に映像を交えて、審判員に必要な
情報を提供しています。
是非、講習会の振り返り、審判活動
のために視聴してみて下さい。



（一社）神奈川県サッカー協会 審判部会

最後に・・・本日以降、合格手続きを進めてまい
りますので、各自で「JFAID会員情報」の確認
をお願い致します。

最後まで講習会、受講ありがとうございました。
これで講習会を終了致します。


